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○地方青少年問題協議会法 

（昭和二十八年七月二十五日） 

（法律第八十三号） 

第十六回特別国会 

第五次吉田内閣 

改正 昭和三二年六月一日法律第一五八号 

同三三年五月一〇日同第一四四号 

同三七年四月一六日同第七七号 

同四一年三月三一日同第一六号 

同四三年六月一五日同第九九号 

同五八年一二月二日同第八〇号 

平成一一年七月一六日同第一〇二号 

同二五年六月一四日同第四四号 

青少年問題協議会設置法をここに公布する。 

地方青少年問題協議会法 

（昭四一法一六・平一一法一〇二・改称） 

（設置） 

第一条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村に、附属機関として、それぞれ

都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会（特別区にあつては、特別区青少

年問題協議会。以下同じ。）（以下「地方青少年問題協議会」と総称する。）を置くこと

ができる。 

（昭四一法一六・全改、平一一法一〇二・旧第五条繰上・一部改正） 

（所掌事務） 

第二条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつか

さどる。 

一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項

を調査審議すること。 

二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために

必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 

２ 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその

区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。 

資料６ 
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（昭四一法一六・全改、平一一法一〇二・旧第六条繰上・一部改正） 

（組織） 

第三条 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。 

（昭四一法一六・一部改正、平一一法一〇二・旧第七条繰上・一部改正、平二五法

四四・一部改正） 

（相互の連絡） 

第四条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。 

（昭四一法一六・全改、平一一法一〇二・旧第八条繰上・一部改正） 

（経費） 

第五条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対し、

予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に

要する経費の一部を補助することができる。 

（昭三七法七七・一部改正、平一一法一〇二・旧第九条繰上） 

（条例への委任） 

第六条 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条

例で定める。 

（昭四一法一六・一部改正、平一一法一〇二・旧第十条繰上・一部改正） 

附 則 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和三二年六月一日法律第一五八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 

附 則 （昭和三七年四月一六日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和四一年三月三一日法律第一六号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 

附 則 （昭和四三年六月一五日法律第九九号） 抄 

（施行期日） 
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１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和五八年一二月二日法律第八〇号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝昭和五九年七月一日） 

（経過措置） 

５ 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、

委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一

性をもつて存続するものとする。 

公務員制度審議会 総務庁 

恩給審査会 

地域改善対策協議会 

青少年問題審議会 

統計審議会 

国民生活安定審議会 経済企画庁 

放射線審議会 科学技術庁 

海外移住審議会 外務省 

中央心身障害者対策協議会 厚生省 

農政審議会 農林水産省 

沿岸漁業等振興審議会 

林政審議会 

中小企業政策審議会 通商産業省 

観光政策審議会 運輸省 

雇用審議会 労働省 

６ この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める

ことができる。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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（施行の日＝平成一三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三

十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の

会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、

委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から五まで 略 

六 青少年問題審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十

条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章 移行型地方独立行政法

人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章 移行型地方独立行政

法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）／第六章の二 特定地方独立行政法

人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六十七条の二―第六十七条の七）

／」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規

定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民

生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項

の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、

第五十一条、第五十二条（建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十

三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、

第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規

定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十
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四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の

次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに

第十八条の規定 平成二十六年四月一日 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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○高槻市附属機関設置条例 

平成２４年１２月１９日 

条例第３６号 

改正 平成２４年１２月１９日条例第７９号 

平成２５年３月２８日条例第１３号 

平成２５年３月２８日条例第１９号 

平成２５年３月２８日条例第２４号 

平成２６年３月２７日条例第８号 

平成２６年３月２７日条例第１０号 

平成２６年３月２７日条例第４０号 

平成２７年３月１９日条例第５号 

平成２７年３月１９日条例第２４号 

平成２７年３月１９日条例第２５号 

平成２７年７月１６日条例第３０号 

平成２７年７月１６日条例第３２号 

平成２７年７月１６日条例第３３号 

平成２７年７月１６日条例第４１号 

平成２７年７月１６日条例第４５号 

平成２７年１２月１７日条例第６２号 

平成２８年３月２９日条例第２号 

平成２８年３月２９日条例第１３号 

平成２８年３月２９日条例第２０号 

平成２８年３月２９日条例第２３号 

平成２８年６月２８日条例第２９号 

平成２８年６月２８日条例第３５号 

平成２８年９月２７日条例第３９号 

平成２９年３月２８日条例第４号 

平成２９年３月２８日条例第５号 

平成２９年３月２８日条例第１０号 

平成２９年３月２８日条例第１６号 

平成２９年３月２８日条例第１７号 
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平成２９年６月２３日条例第２６号 

平成２９年９月２６日条例第３３号 

平成３０年３月２８日条例第８号 

平成３０年３月２８日条例第１３号 

平成３０年３月２８日条例第１４号 

平成３０年３月２８日条例第３５号 

平成３０年７月１２日条例第４６号 

平成３０年１２月２０日条例第５７号 

平成３１年３月２２日条例第８号 

平成３１年３月２２日条例第１７号 

平成３１年３月２２日条例第２４号 

平成３１年３月２２日条例第２５号 

令和元年７月１２日条例第３号 

令和元年７月１２日条例第５号 

令和元年７月１２日条例第７号 

令和元年７月１２日条例第１１号 

令和元年９月２５日条例第２７号 

令和２年３月２５日条例第２４号 

令和２年３月２５日条例第２６号 

令和３年３月２６日条例第５号 

令和３年３月２６日条例第７号 

令和３年３月２６日条例第８号 

令和３年３月２６日条例第２０号 

令和３年３月２６日条例第２１号 

令和３年３月２６日条例第２２号 

令和３年３月２６日条例第２３号 

令和３年７月２０日条例第３３号 

令和４年３月２５日条例第１３号 

令和４年３月２５日条例第１４号 
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附属機関に関する条例（〔昭和２９年〕高槻市条例第２６２号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、附属機関の

設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表名称の

欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（委員） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。 

２ 委員は、それぞれ別表構成の欄に掲げる者のうちから同表執行機関の欄に掲げる執行機

関が任命する。 

３ 委員（市の職員のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。）の任期

は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第５条 この条例又は法律若しくはこれに基づく政令若しくは他の条例に定めるもののほ

か、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定め

る。 

附 則抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正前の附属機関に関する条例の規定に基づく附属機関（高槻市幼稚園問題審議会

を除く。以下「旧附属機関」という。）は、改正後の高槻市附属機関設置条例（以下「新

条例」という。）の規定に基づく相当の附属機関（以下「新附属機関」という。）となり、

同一性をもって存続するものとする。 

２ この条例の施行の際、現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）に、新附属機関の委員として任命されたものとみなす。この場合におい
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て、その任命されたものとみなされる者の任期は、第４条第３項本文の規定にかかわらず、

施行日における旧附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ 施行日以後において、新条例の規定に基づく附属機関（新附属機関を除く。）の委員と

して最初に任命される委員（市の職員のうちから任命される委員を除く。）の任期は、当

該附属機関の属する執行機関が必要と認めるときは、第４条第３項本文の規定にかかわら

ず、当該執行機関が別に定めることができる。 

（高槻市立療育センター条例の一部改正） 

第３条 高槻市立療育センター条例（平成１４年高槻市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第４条 高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年高槻市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２

８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２４年１２月１９日条例第７９号）抄 

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条

ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２８日条例第１３号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２５年３月２８日条例第１９号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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附 則（平成２５年３月２８日条例第２４号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２６年３月２７日条例第８号） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２６年３月２７日条例第１０号） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２６年３月２７日条例第４０号） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年３月１９日条例第５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年３月１９日条例第２４号） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年３月１９日条例第２５号）抄 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年７月１６日条例第３０号）抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年７月１６日条例第３２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高槻市条例

第３２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年７月１６日条例第３３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高槻市条例

第３２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年７月１６日条例第４１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高槻市条例

第３２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年７月１６日条例第４５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高槻市条例

第３２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年１２月１７日条例第６２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から平成２９年６月４日までの間に高槻市附属機関設置条例第４

条第２項の規定により高槻市子ども・子育て会議の委員として任命される委員（同条第３

項ただし書の補欠委員を除く。） の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、同日

までとする。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第２号） 



7/20 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月２９日条例第１３号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月２９日条例第２０号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月２９日条例第２３号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年６月２８日条例第２９号）抄 

１ この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２８日条例第３５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年９月２７日条例第３９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高槻市条例

第３２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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附 則（平成２９年３月２８日条例第４号） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年３月２８日条例第５号） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年３月２８日条例第１０号） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年３月２８日条例第１６号） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年３月２８日条例第１７号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年４

月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２３日条例第２６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年９月２６日条例第３３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８
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号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年３月２８日条例第８号） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年３月２８日条例第１３号） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年３月２８日条例第１４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年３月２８日条例第３５号） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年７月１２日条例第４６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３０年１２月２０日条例第５７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日条例第１７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３１年３月２２日条例第２４号） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成３１年３月２２日条例第２５号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１２日条例第３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年８月１３日から施行する。 

（高槻市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 前条の規定による改正前の高槻市附属機関設置条例別表に規定する高槻市史跡

整備指導検討会及び高槻市芥川山城跡調査委員会（次項において「旧附属機関」という。）

は、同条の規定による改正後の高槻市附属機関設置条例（同項において「新条例」という。）

別表に規定する高槻市史跡整備指導検討会及び高槻市芥川山城跡調査委員会（同項におい

て「新附属機関」という。）となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この条例の施行の際、現に旧附属機関の委員である者は、施行日に、新附属機関の委員

として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなさ

れる者の任期は、新条例第４条第３項本文の規定にかかわらず、施行日における旧附属機

関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

附 則（令和元年７月１２日条例第５号）抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月１２日条例第７号） 
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１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和元年７月１２日条例第１１号） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和元年９月２５日条例第２７号） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和２年３月２５日条例第２４号） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和２年３月２５日条例第２６号） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年３月２６日条例第５号）抄 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日条例第７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に高槻市ESCO事業者選定委員会の委員である者（この条例の施

行の日以後に当該委員が欠けた場合における補欠委員である者を含む。）の任期について

は、なお従前の例による。 
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附 則（令和３年３月２６日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日条例第２０号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年３月２６日条例第２１号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年３月２６日条例第２２号） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年３月２６日条例第２３号） 

１ この条例は、令和３年５月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年７月２０日条例第３３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和４年３月２５日条例第１３号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（令和４年３月２５日条例第１４号） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２８

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表（第２条―第４条関係） 

（平２４条例７９・平２５条例１３・平２５条例１９・平２５条例２４・平２６条

例８・平２６条例１０・平２６条例４０・平２７条例５・平２７条例２４・平２７

条例２５・平２７条例３０・平２７条例３２・平２７条例３３・平２７条例４１・

平２７条例４５・平２７条例６２・平２８条例２・平２８条例１３・平２８条例２

０・平２８条例２３・平２８条例２９・平２８条例３５・平２８条例３９・平２９

条例４・平２９条例５・平２９条例１０・平２９条例１６・平２９条例１７・平２

９条例２６・平２９条例３３・平３０条例８・平３０条例１３・平３０条例１４・

平３０条例３５・平３０条例４６・平３０条例５７・平３１条例８・平３１条例１

７・平３１条例２４・平３１条例２５・令元条例３・令元条例５・令元条例７・令

元条例１１・令元条例２７・令２条例２４・令２条例２６・令３条例５・令３条例

７・令３条例８・令３条例２０・令３条例２１・令３条例２２・令３条例２３・令

３条例３３・令４条例１３・令４条例１４・一部改正） 

執行

機関 

名称 担任事務 人数 構成 任期 

市長 高槻市入

札等監視

委員会 

入札及び契約に関する事項に

ついての調査審議並びに市長

に対する意見の具申並びに入

札及び契約に係る苦情処理に

ついての審議に関する事務 

３人 (1) 学識経験のある者 ２年 

高槻市特

別職報酬

等審議会

市長の諮問に応じ、市議会議員

の議員報酬の額、市長及び副市

長の給料の額並びに政務活動

費の額についての審議に関す

る事務 

１０

人 

(1) 市の区域内の公共的団

体の代表者 

(2) 市民 

当該諮問

に係る審

議の期間

中 
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高槻市ま

ちづくり

交付金事

業事後評

価委員会

市長の諮問に応じ、都市再生特

別措置法（平成１４年法律第２

２号）第４６条第１項に規定す

る都市再生整備計画に基づく

事業の事後評価についての審

議に関する事務 

３人 (1) 学識経験のある者 

(2) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る審

議の期間

中 

高槻市産

業振興審

議会 

産業の振興に関する総合的施

策その他重要事項の調査審議

に関する事務 

２０

人以

内 

(1) 市議会の議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 関係団体を代表する者

(5) その他市長が適当と認

める者 

２年 

高槻市保

健医療審

議会 

市長の諮問に応じ、地域保健及

び地域医療に関する総合的施

策その他重要事項の調査審議

に関する事務 

調査

審議

事項

ごと

に１

８人

以内 

(1) 市議会の議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 関係団体を代表する者

(5) 医療を担当する者の代

表者 

(6) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市老

人ホーム

入所判定

委員会 

老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第 

１１条第１項及び第２項に規

定する老人ホームへの入所措

置（以下この項において「措置」

という。）及び措置の継続の要

否並びに措置を要しない者に

対する在宅老人福祉対策事業

の利用についての調査審議に

関する事務 

１０

人以

内 

(1) 関係団体を代表する者

(2) 市の職員 

(3) その他市長が適当と認

める者 

２年 

高槻市感感染症発生動向の把握、分析及８人 (1) 関係団体を代表する者２年 
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染症発生

動向調査

委員会 

びその結果の公表並びに感染

症の予防及び対策についての

審議に関する事務 

以内 (2) 医療を担当する者の代

表者 

(3) 市の職員 

(4) その他市長が適当と認

める者 

高槻市自

殺対策連

絡協議会

自殺の予防及び対策について

の調査審議に関する事務 

１７

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市の職員 

２年 

高槻市予

防接種委

員会 

予防接種の運営及び健康被害

についての調査審議に関する

事務 

１０

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市の職員 

２年 

高槻市文

化振興審

議会 

文化の振興に関する総合的施

策その他重要事項についての

調査審議に関する事務 

１０

人以

内 

(1) 市議会の議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係団体を代表する者

(4) その他市長が適当と認

める者 

２年 

高槻市町

名地番改

正調査委

員会 

市の町名、地番を整理して、町

名を選び、町の区画を定める

等、その他町名地番の改正に関

する重要事項の調査審議に関

する事務 

若干

人 

(1) 市議会の議員 

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市の職員 

１年以内

高槻市青

少年問題

協議会 

青少年の指導、育成、保護及び

矯正に関する総合的施策の樹

立についての調査審議及びそ

の施策を実施するために必要

な関係行政機関相互の連絡調

整に関する事務 

１５

人以

内 

(1) 市議会の議員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係行政機関の職員 

２年 

高槻市子

ども・子

育て会議

子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７７条第

１項各号に掲げる事務その他

１１

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 子どもの保護者 

(3) 事業主を代表する者 

２年 
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子ども・子育て支援に関する重

要事項の調査審議に関する事

務 

(4) 労働者を代表する者 

(5) 子ども・子育て支援に

関する事業に従事する者 

高槻市ス

ポーツ推

進審議会

スポーツ推進計画その他のス

ポーツの推進に関する重要事

項の調査審議に関する事務 

１０

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民 

(4) その他市長が適当と認

める者 

２年 

高槻市い

じめ再調

査委員会

市長の諮問に応じ、いじめ防止

対策推進法（平成２５年法律第

７１号）第３０条第２項の規定

による調査の必要性について

の審議及び当該調査に関する

事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 当該諮問

に係る審

議及び調

査の期間

中 

高槻市ま

ち・ひ

と・しご

と創生総

合戦略審

議会 

人口ビジョン及び総合戦略に

ついての重要事項の調査審議

に関する事務 

８人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

２年 

高槻市み

らい創生

審議会 

市長の諮問に応じ、みらい創生

に関する重要施策の推進につ

いての調査審議に関する事務 

調査

審議

事項

ごと

に６

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市安

満遺跡公

園内店舗

運営事業

市長の諮問に応じ、安満遺跡公

園における店舗の設置者及び

管理者の選定に関する必要事

項についての調査審議に関す

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市の職員 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 
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者選定委

員会 

る事務 

高槻市バ

リアフリ

ー推進協

議会 

高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成

１８年法律第９１号）第２４条

の４第１項及び第２６条第１

項に規定する協議及び連絡調

整その他同法第２４条の２第

１項に規定する移動等円滑化

促進方針及び同法第２５条第

１項に規定する基本構想に関

する重要事項の調査審議に関

する事務 

２３

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 関係団体を代表する者

(4) 市民 

(5) 市の職員 

２年 

高槻市民

営化認定

こども園

運営事業

者選定委

員会 

市立の幼稚園又は保育所を民

営化し認定こども園として運

営する事業者の選定に関する

必要事項についての調査審議

に関する事務 

１６

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 乳幼児に係る教育又は

保育に関し知識及び経験

のある者 

(3) 当該幼稚園又は保育所

に在籍する乳幼児の保護

者 

(4) 関係団体を代表する者

(5) その他市長が適当と認

める者 

１年 

高槻市空

家等対策

審議会 

市長の諮問に応じ、空家等対策

の推進に関する特別措置法（平

成２６年法律第１２７号）第６

条第１項に規定する空家等対

策計画の作成及び変更並びに

実施その他同法第２条第２項

に規定する特定空家等に関す

る重要事項の調査審議に関す

８人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 
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る事務 

高槻市史

跡整備指

導検討会

市内に所在する史跡の保存及

び公開についての調査審議に

関する事務 

８人

以内 

(1) 学識経験のある者 ２年 

高槻市芥

川山城跡

調査委員

会 

芥川山城跡の歴史的評価につ

いての調査審議に関する事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 ２年 

高槻市情

報化計画

審議会 

市長の諮問に応じ、情報化計画

（官民データ活用推進基本法

（平成２８年法律第１０３号）

第９条第３項に規定する市町

村官民データ活用推進計画を

含む。）についての重要事項の

調査審議に関する事務 

４人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市

PFI事業

者選定委

員会 

市長の諮問に応じ、民間資金等

の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）に基づ

く民間事業者の選定その他特

定事業の実施等に関する必要

事項についての調査審議に関

する事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市

ESCO事業

者選定委

員会 

市長の諮問に応じ、ESCO事業を

実施する事業者の選定に関す

る必要事項についての調査審

議に関する事務 

４人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市文

化財保存

活用推進

協議会 

文化財保護法（昭和２５年法律

第２１４号）第１８３条の３第

１項に規定する文化財保存活

用地域計画についての重要事

１５

人以

内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 関係団体を代表する者

(4) 市の職員 

２年 
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項の調査審議及び同法第１８

３条の５第１項に規定する認

定文化財保存活用地域計画の

実施に係る関係機関相互の連

絡調整に関する事務 

(5) その他市長が適当と認

める者 

高槻市芸

術文化劇

場内飲食

店運営事

業者選定

委員会 

市長の諮問に応じ、高槻市立芸

術文化劇場における飲食店の

管理者の選定に関する必要事

項についての調査審議に関す

る事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市の職員 

(3) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

高槻市芸

術文化劇

場どん帳

制作事業

者選定委

員会 

市長の諮問に応じ、高槻市立芸

術文化劇場大ホールのどん帳

を制作する事業者の選定に関

する必要事項についての調査

審議に関する事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市の職員 

(4) その他市長が適当と認

める者 

当該諮問

に係る調

査審議の

期間中 

教育

委員

会 

高槻市立

義務教育

諸学校教

科用図書

選定委員

会 

市立の小学校及び中学校にお

いて使用する教科用図書の選

定についての調査審議に関す

る事務 

調査

審議

事項

ごと

に２

２人

以内 

(1) 市立の小学校に在籍す

る児童又は市立の中学校

に在籍する生徒の保護者 

(2) 市立の小学校又は中学

校に勤務する教育職員 

(3) 市の職員（前号に掲げ

る者を除く。） 

任命した

日が属す

る年度の

末日まで

高槻市い

じめ問題

専門委員

会 

教育委員会の諮問に応じ、いじ

め防止対策推進法第２８条第

１項の規定による調査に関す

る事務 

５人

以内 

(1) 学識経験のある者 

(2) その他教育委員会が適

当と認める者 

当該諮問

に係る調

査の期間

中 

高槻市学

校空調設

備更新等

教育委員会の諮問に応じ、市立

の小学校及び中学校における

空調設備の更新等を行う事業

３人 (1) 学識経験のある者 

(2) その他教育委員会が適

当と認める者 

当該諮問

に係る選

定の期間
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事業者選

定委員会

者の選定に関する事務 中 
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○高槻市青少年問題協議会規則 

昭和４５年１１月２６日 

規則第５４号 

注 平成６年７月２７日規則第２８号から条文注記入る。 

改正 昭和５１年７月１０日規則第２７号 

平成元年４月１８日規則第１４号 

平成６年７月２７日規則第２８号 

平成１２年４月１日規則第２２号 

平成２４年１２月１９日規則第５０号 

平成２６年３月３１日規則第１７号 

令和元年７月２２日規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高槻市附属機関設置条例（平成２４年高槻市条例第３６号）第５条の

規定に基づき、高槻市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（平２４規則５０・全改） 

（会長及び副会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長各々１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（平２４規則５０・全改、平２６規則１７・一部改正） 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（平６規則２８・一部改正、平２４規則５０・旧第５条繰上・一部改正、平２６規

則１７・一部改正） 

（専門部会） 

第４条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 
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２ 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 専門部会の会議は、部会長がこれを招集する。 

（平２４規則５０・旧第６条繰上・一部改正、平２６規則１７・一部改正） 

（幹事） 

第５条 協議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、協議会の担任事務について、委員を補佐する。 

（平２４規則５０・旧第７条繰上、平２６規則１７・一部改正） 

（事務局） 

第６条 協議会の庶務を処理するため事務局を置き、その職員は教育委員会事務局の職員を

もって充てる。 

（平２６規則１７・全改、令元規則１８・一部改正） 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

（平２４規則５０・旧第９条繰上・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年７月１０日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年４月１８日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年７月２７日規則第２８号） 

この規則は、平成６年８月１日から施行する。 

附 則（平成１２年４月１日規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１９日規則第５０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第１７号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
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附 則（令和元年７月２２日規則第１８号） 

この規則は、令和元年８月１３日から施行する。 



 

 



高槻市青少年問題協議会の会議の公開に関する要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、高槻市審議会等の会議の公開に関する指針（以下「指針」という。）

に基づき、高槻市青少年問題協議会の会議（以下「会議」という。）の公開に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （会議の公開） 

第２条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、指針の第５項に規定する事項 

について審議するときは、会議の全部又は一部を公開しないことがある。 

 

 （公開の方法等） 

第３条 会議の公開は、協議会の長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。 

２ 協議会の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるもの

とする。 

 

 （会議を傍聴できる者） 

第４条 公開とした会議は、傍聴要領に定めるところにより傍聴を許可しない者を除き、  

何人も傍聴することができる。 

 

 （傍聴の定員） 

第５条 傍聴の定員は、１０人とする。ただし、会場の都合によりこれを増減することが 

できる。 

 

（傍聴要領） 

第６条 傍聴の手続その他傍聴に関し必要な事項は、傍聴要領で定める。 

 

 （会議の開催の公表） 

第７条 会議の開催は．事前に公表する。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じた場       

合において、事前に公表する暇がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の公表は、広報紙、ホームページへの掲載又は庁舎内の掲示その他適当な方法に 

より行うものとする。（様式第１号） 

３ 第１項の公表は、主に次に掲げる事項とする。 

 （１）会議の名称 

 （２）会議の開催日時及び場所 

 （３）傍聴に関する事項  

（４）問合せ先 

（５）その他必要な事項 

 

 （資料の閲覧等） 

第８条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。 

２ 会議の資料は、会議の終了後、速やかに法務ガバナンス室に送付し、閲覧等に供する

ものと 



 する。 

 

 （会議録の作成等） 

第９条 会議録は、速やかに作成する。 

２ 公開した会議の会議録は、法務ガバナンス室等で閲覧等に供するものとする。（様式

第２号） 

３ 審議の概要や答申等は、ホームページを活用し、公表に努めるものとする。（様式第

３号） 

 

 （事務局） 

第１０条 協議会の会議の公開に関する事務局は、教育委員会事務局地域教育青少年課に

おいて行うものとする。 

 

  （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、協議会の長が

定める。 

 

                                                                                                                         

附 則 

 この要綱は、平成１４年２月２８日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年５月１５日から実施する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年８月１３日から実施する。 

 



１　会議の名称

２　会議の議題

３　会議の開催日時　令和　　年　　月　　日（　）　　　　　　　から

　　及び場所

４　傍聴者の定員

５　傍聴手続き

６　問合せ先 事務局（担当課）　　　　　　　　　　　電話番号

７　その他

（様式第1号）

　　　審議会等の会議開催のお知らせ

　



（様式第２号）

会　 　議 　　録

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

審 議 等 の 内 容 別紙のとおり

事 務 局 （担 当 課） 傍聴者数

　

会  議  の  議  題

配   付   資   料

令和　　年　　月　　日（　）　　時　　分 ～　　時　　分

出  席  委  員

　

非公開の理由（非公
開（会議の一部非公
開を含む。）の場合）

会  議  の  名  称

会 議 の 開 催 日 時

会 議 の 開 催 場 所 公開の可否 可・不可・一部不可



（様式第３号）

　
　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日現在

１　会 議 の 名 称 　

２　会議の開催状況

３　議　　　題

４　主な審議内容

５　資　料　名

６　担　当　課

　審　議　会　等　の　審　議　概　要


